
学 校 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ２ 年 ( 2 0 2 0 年 ) １ ２ 月 ２ ４ 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

懲戒免職 令和２年４月、自宅で、Ｔwitterを通じて知り合った18歳未

釧路町 中学校 満の女性に対し、現金供与を約束し、性行為を行った。

１ また、同年６月、自宅で、Ｔwitterを通じて知り合った別の

18歳未満の女性に対し、現金供与を約束し、性行為を行った。

教 諭 男 性 （24歳）

減給１か月 平成30年５月から令和２年５月までの間、物品購入の代金

北広島市 中学校 給 料 の （65件、593,285円）について、支払遅延を繰り返したほか、

２ 10分の１ 平成29年９月から令和２年６月までの間、物品購入の代金（52

件、638,692円）について自費で支払った。

事務職員 男 性 （52歳）


